
 

■ あしがるバス利用促進（案） 

 

 １ 「時刻表・全体ルート図」の発行【平成２８年４月発行】 

  ○ ルート・ダイヤ改正時に、より利便性、視認性の高い時刻表・ルート図を作成。 

項 目 内  容 

デザイン 等 
「資料７」及び「あしがるバス時刻表・全体ルート図（案）」のと

おり 

発 行 部 数 ４４，０００部 

周 知 方 法 広報清須４月号折込、各公共施設・商業施設・鉄道駅等に配架 

 

 ２ 「モデルコースマップ」の発行【平成２８年４月発行】 

  ○ あしがるバスを利用して市内主要施設等へ行く「モデルコース」を設定し、チラ

シ、ホームページ等により広く周知を図り、更なる利用促進につなげる。 

項 目 内  容 

デザイン 等 
「資料８」及び「あしがるバスモデルコースマップ（案）」のとお

り 

発 行 部 数 ４４，０００部 

周 知 方 法 
広報清須４月号折込、各公共施設・商業施設・鉄道駅等に配架 

※ 下記３の一日乗車券と合わせてＰＲを実施 

 

 ３ 「一日乗車券」の発行【平成２８年４月１日運用開始】 

  ○ 利用者ごとの利用状況に応じた利便性を更に高めるとともに、観光アクセス手段

の充実を図るため、一日間に限り乗り放題とする「一日乗車券」を導入。 

項 目 内  容 

販 売 価 格 ２００円（現金のみ） 

販 売 場 所 コミュニティバス車内（乗車時に運転手に伝えて購入。） 

そ の 他 

・購入日当日に限り有効 

・全ルート乗降自由 

・乗継券は廃止 

・通常運賃（１乗車ごと１００円、未就学児は無料）との併用 

デ ザ イ ン 

【表】 

 

 

 

 

 

 

 

【裏】 

 

 

 

 

 

 

 

周 知 方 法 広報清須４月号掲載 
 

  

 

 ４ 運転免許証自主返納支援事業【平成２８年４月１日運用開始】 

  ○ 高齢等の理由により運転免許証を返納された方に対して、自家用車に代わる交通

手段としてコミュニティバスを利用するきっかけづくりとするため、無料乗車券を

配布。 

  ○ 従来からのバス利用者に配慮しつつ、免許証返納後のコミュニティバスの利用を

促す観点から、期間を限定して配布。 

項 目 内  容 

配 布 物 
あしがるバス無料乗車券※ を配付 

※ 有効期間：発行日から３か月 

申 請 方 法 

① 西枇杷島警察署に運転免許証を自主返納 

② 自主返納後、防災行政課に交付申請書及び添付書類（申請に

よる運転免許の取消通知書等）の写しを添付して申請 

根 拠 法 令 
清須市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱 

（平成２８年４月１日制定予定） 

デ ザ イ ン 

【表】 

 

 

 

 

 

 

【裏】 

 

 

 

 

 

 

周 知 方 法 広報清須４月号掲載 

 

 ５ コミュニティバス乗り方教室【平成２８年５月～７月実施】 

  ○ 防災行政課において、市内小学３年生を対象に、交通事故を防ぐために正しい交

通規則を身に着けて習慣化を図るとともに、他に迷惑をかけない規範意識をもった

児童を育てるため、交通安全自転車教室を実施している。 

  ○ その教室に合わせて、コミュニティバス乗り方教室を実施し、児童及びその家族

等へのコミュニティバスの認知度向上及び利用するきっかけづくりを図る。 

項 目 内  容 

対 象 
市内小学３年生 

（参考：平成 27年度児童数 644名） 

実 施 方 法 
ポンチョを乗り入れ、バスの乗降車の仕方、車中でのマナー、運

転席から見たバスの死角体験等を実際に体験する。 

そ の 他 
参加者に啓発品を配布 

（平成 28年度地域公共交通調査事業（計画推進事業）対象事業） 

 

 

【資料６－１】 
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